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津市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

  平成２５年７月２３日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第３２号 

津市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規

則 

津市運動施設の設置及び管理に関する条例施行規則（平成２０年津市規則第

２３号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第３項中「津市香良洲パターゴルフ場」の次に「、津市河芸マレット

ゴルフ場」を加え、「、津市安濃中央総合公園内体育館トレーニングルーム及

び津市一志体育館トレーニングルーム」を「及び津市安濃中央総合公園内体育

館トレーニングルーム」に、「使用する」を「使用し、又は年間使用する」に、

「パターゴルフ場等会員登録申込書」を「パターゴルフ場等会員使用（年間使

用）登録申込書」に改める。 

第５条第２項中「会員登録」を「会員使用登録又は年間使用登録」に改め、

「第４号様式）」の次に「又は年間券（第５号様式）」を加え、同条第３項中

「第５号様式」を「第６号様式」に改め、同条第４項中「会員使用券」の次に

「、年間券」を加える。 

第７条中「第６号様式」を「第７号様式」に改める。 

第９条中「第 7 号様式」を「第８号様式」に改める。 

第１０条第２項中「第８号様式」を「第９号様式」に改める。 

第１６条第２項中「（津市久居体育館を除く。）」を削る。 

第１８条第１項中「第９号様式」を「第１０号様式」に改める。 

第１９条中「あて先」を「宛先」に改める。 

別表に次のように加える 

第１号様式「あて先」を「宛先」に改める。 

第２号様式を次のように改める。 

マレットゴルフ場 津市河芸マレットゴルフ場 午前９時から午後５時まで 



第２号様式（第４条関係） 

パターゴルフ場等会員使用（年間使用）登録申込書 

年  月  日   

  （宛先）津市長 

(〒    ）      

                住 所            

            申込者 氏 名

                電 話            

  次のとおり（  名  称  ）の     の登録を受けたいので申し込み

ます。 

登  録  日 年    月   日 

登 録の種類
１ 会員使用 （ 一般会員   特別会員） 

２ 年間使用 

フ リ ガ ナ  性別コード 

氏 名  男 １ 女 ２ 

住 所

生 年 月 日 年  月  日
自 宅

電 話

勤 務 先
勤務先

電 話

学 校 名
保護者

氏 名

会員使用 

年間使用 



 第９号様式中「あて先」を「宛先」に改め、同様式を第１０号様式とする。 

 第８号様式中「あて先」を「宛先」に改め、同様式を第９号様式とする。 

 第７号様式中「あて先」を「宛先」に改め、同様式を第８号様式とする。 

 第６号様式中「あて先」を「宛先」に改め、同様式を第７号様式とする。 

 第５号様式を第６号様式とし、第４号様式の次に次の１様式を加える。 



第５号様式（第５条関係） 

年   間   券 

（表） 

№ 

年間券 

施設名（名称）

住所 

氏名 

有効期間 

年 月 日から

年 月 日まで

      円

№

施設名（名称）

年間券 

（市章） 

住 所 

氏 名 

有効期間  年  月  日から  年  月  日まで 

・本券の発行をもって領収に代えます。 

       円

津市

（裏） 

・使用に際しては、本券を常に所持してください。 

・許可された使用目的以外に使用しないでください。 

・退場の際は、係員に本券を提示してください。 

津市



附 則 

この規則は、平成２５年８月１日から施行する。ただし、第４条第３項の改

正規定（「、津市安濃中央総合公園内体育館トレーニングルーム及び津市一志

体育館トレーニングルーム」を「及び津市安濃中央総合公園内体育館トレーニ

ングルーム」に改める部分に限る。）及び第１６条第２項の改正規定は、公布

の日から施行する。 



 津市公共下水道条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２５年７月３１日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市規則第３３号 

   津市公共下水道条例施行規則の一部を改正する規則 

 津市公共下水道条例施行規則（平成１８年津市規則第１８９号）の一部を次

のように改正する。 

 第２３条の次に次の１条を加える。 

 （過誤納金の取扱い） 

第２３条の２ 市長は、過誤納に係る使用料（以下「過誤納金」という。）が

あるときは、使用者に還付するものとする。 

２ 前項の場合において、還付を受けるべき使用者に未納の使用料があるとき

は、過誤納金を当該未納の使用料に充当することができる。 

３ 市長は、前２項の規定により、過誤納金を還付し、又は充当するときは、

下水道使用料過誤納金還付（充当）通知書（第２４号様式の２）により使用

者に通知するものとする。 

 第２４号様式（乙）の次に次の１様式を加える。 



第２４号様式の２（第２３条の２関係） 

下水道使用料過誤納金還付（充当）通知書 

（ 記 号 番 号 ）  

  年  月  日  

 （氏   名） 様 

津市長 （氏   名） 印   

 あなたが納められた下水道使用料は、次のとおり過誤納がありますので、 
還付 

充当 
いたします。 

 水栓番号            

過誤納金内訳 

 過誤納理由  

使用年月 納付済額 納付すべき額 差引過誤納付額 

年  月分    

年   月分    

年   月分    

年   月分    

年   月分    

合  計     

充当先内訳 

使用年月 

未納額 

充当額 差引未納額 下水道 

使用料 
  計 

年   月分       

年   月分       

年   月分       

年   月分       

年   月分       

合  計        

差引還付金額     円

教示 この通知書に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して 30 日以内

に、津市長に対して異議申立てをすることができます。 

   また、この異議申立てに対する決定書を受け取った日の翌日から起算して６箇月以内に、津

市を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。 

   なお、この訴えは、前記の異議申立てに対する決定を受けた後でなければ提起することがで

きないこととされていますが、行政事件訴訟法第８条第２項各号のいずれかに該当するとき

は、決定を経ないで、訴えを提起することができます。



附 則 

 この規則は、平成２５年８月１日から施行する。 



津市訓令第５号 

庁中一般 

出先機関 

津市モーターボート競走事業従事員の賃金に関する規程の一部を改正する訓

令を次のように定める。 

平成２５年７月２９日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市モーターボート競走事業従事員の賃金に関する規程の一部を改正す

る訓令 

津市モーターボート競走事業従事員の賃金に関する規程（平成１８年津市訓

令第３１号）の一部を次のように改正する。 

別表第１を次のように改める。 



別表第１（第６条関係） 

従事員基本賃金表

   （日額 単位 円）

    投  票  そ  の  他  警 備  員

 １ １０，０１０ １０  ９，７９０ １ １０，２２０

 ２  ９，９６０ １１  ９，７７０ ２  ９，８００

 ３  ９，９１０ １２  ９，７５０ ３  ９，７７０

 ４  ９，８９０ １３  ９，７４０

 ５  ９，８８０ １４  ９，７２０

 ６  ９，８６０ １５  ９，７００

 ７  ９，８４０ １６  ９，６５０

 ８  ９，８１０ １７  ９，６１０

９  ９，８００



別表第３周年記念競走の開催日の項を削る。 

   附 則 

１ この訓令は、平成２５年８月１日から施行する。 

２  改正後の津市モーターボート競走事業従事員の賃金に関する規程の規定は、 

 この訓令の施行の日以後の勤務に係る賃金について適用し、同日前の勤務に 

 係る賃金については、なお従前の例による。 



津市告示第１９４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により、

地縁による団体を認可し、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

  平成２５年７月２２日 

津市長 前 葉 泰 幸    

１ 名称 

  白塚北部自治会連合会 

２ 規約に定める目的 

  本会は各自治会相互の連絡・協調を図り、合わせて地区住民の福祉増進と

親睦に務め、明るく住みよい地域づくりを目的とする。 

３ 区域 

  本会は白塚町北部地区に所在する各自治会（新町１丁目、新町２丁目、新

町３丁目、新町中、新町北東、新町北西、美松園の７自治会）をもって構成

する。 

４ 主たる事務所 

  三重県津市白塚町１８５６番地 

５ 代表者の氏名及び住所 

  内藤 正信 

  三重県津市白塚町１８５６番地 

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有 

無 

  なし 

７ 代理人の有無 

  なし 

８ 規約に定める解散の理由 

  規定なし 

９ 認可年月日 

  平成２５年７月２２日 



津市告示第１９５号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２５年７月２２日 

 津市長 前 葉 泰 幸   

１ 路線名  ５１９９ 泉ヶ丘団地第１号線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市殿村字鍛冶屋垣内 385 番 1 地先

から 

津市野田字林垣内 1375 番 6 地先まで 

旧 12.0～26.7 243.0 

津市殿村字鍛冶屋垣内 385 番 1 地先

から 

津市野田字林垣内 1375 番 6 地先まで 

新 12.0～26.7 268.9 

２ 路線名  ７３０１ 高茶屋小森町第２４号線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市高茶屋小森町字焼野 1065 番地先

から 

津市高茶屋小森町字四ツ野 1510 番 1

地先まで 

旧 4.0～10.7 511.0 

津市高茶屋小森町字焼野 1065 番地先

から 

津市高茶屋小森町字四ツ野 1510 番 1

地先まで 

新 11.5～41.0 511.0 



津市告示第１９６号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の供用を開始した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２５年７月２２日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 
供用開始 

年月日 

５１９９ 泉ヶ丘団地第１号線 

津市殿村字鍛冶屋垣内

385 番 1 地先から 
平成２５年 

津市野田字林垣内 1375

番 6 地先まで 

７月２６日 



津市告示第１９７号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項及び第１４条の規定

に基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第１６条第２項の規

定により次のとおり告示する。 

 平成２５年７月２３日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

久居駅前第 1 公共自転車等駐車場 ３９ 平成２５年 ７月 １日 

久居駅前第２公共自転車等駐車場 ８６ 平成２５年 ７月 １日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ７月 ２日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ７月 ２日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２５年 ７月 ３日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ７月 ３日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ７月 ８日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ７月 ８日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ７月 ９日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ７月１０日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ７月１１日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ７月１１日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ７月１１日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年 ７月１２日

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第１９８号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１０年津市告示第１号で認可した地縁による団体から告示された事項

に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

  平成２５年７月２５日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  豊里第二団地自治会 

  三重県津市大里窪田町１５７７番地２ 

   代表者 山 﨑 仁 美 

２ 変更に係る事項 

 事務所の所在地 

変更前 三重県津市大里睦合町６２９番地２３ 

変更後 三重県津市大里窪田町１５７７番地２ 

 代表者の氏名及び住所 

変更前 
倉 田 修 

三重県津市大里睦合町６２９番地２３ 

変更後 
山 﨑 仁 美 

三重県津市大里窪田町１５７７番地２ 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が定期総会において新任されたため。 



津市告示第１９９号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２５年７月２９日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

０１０３７９８ 平成２４年１０月１日 平成２５年６月１４日

１３１４２６５ 平成２４年１０月１日 平成２５年６月２４日

０８３５０３３ 平成２４年１０月１日 平成２５年６月２６日

９２２２４３３ 平成２４年１０月１日 平成２５年６月２６日

９２２７６４２ 平成２４年１０月１日 平成２５年６月２１日



津市告示第２００号

 津市公共下水道条例（平成１８年条例第２０１号）第６条第１項の規定によ

り、指定工事店を次のとおり指定したので、同条例第１７条第１項の規定によ

り告示する。

  平成２５年７月３１日

 津市長 前 葉 泰 幸

指定した工事店

工 事 店 名 所 在 地 指  定  期  間

小川住設
鈴鹿市白子町

１６８９番地の３

平成２５年 ８月 １日から

平成２９年 ３月３１日まで



























































津市公告第１１４号

 下記の建築物等につきましては、津都市計画事業津駅前北部土地区画整理事

業の施行のため除却を必要としていますが、その所有者の相続人のうち下記の

者を確知することができませんので、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１

９号）第７７条第５項の規定により、書類の送付に代えて通知の内容が下記の

場所に掲示されている旨公告します。

  平成２５年７月１６日

津市長 前葉 泰幸

                 記

１ 確知することができない相続人

  本籍    津市栄町四丁目１２７番地

  氏名    鳥居 仙太郎

  生年月日  明治３０年１０月３０日

  死亡年月日 昭和４６年５月２２日

  上記相続人

  二男 住所・氏名・生年月日不詳

  三男 住所・氏名・生年月日不詳

２ 建築物等の表示

  津市栄町四丁目１２７番地及び１２９番地

  木造日本瓦葺平家建店舗併用住宅 １棟

  木造スレート葺平家建便所 １棟

  木造スレート葺平家建浴室 １棟

  その他工作物及び竹木土石等

（備考）

上記建築物の建物登記簿上の表示

  津市栄町四丁目１２７番地

  家屋番号 １２７番

  木造瓦葺平家建店舗 １棟

  附属建物

  木造瓦葺平家建居宅 １棟



  木造瓦葺平家建井戸 １棟

  木造瓦葺平家建物置 １棟

  木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建物置 １棟

３ 掲示されている場所

  津市上浜町一丁目３９番地２

  津市都市計画部津駅前北部土地区画整理事務所



津市公告第１１５号 

 三重短期大学の教員を次のとおり募集する。 

  平成２５年７月１８日 

                     津市長 前 葉 泰 幸 

１ 専門分野 

 地区計画、都市（農村地域を含む。）計画 

２ 担当科目 

 住環境計画、都市計画論、地域環境学、まちづくり設計Ⅰ・Ⅱ、演習 

３ 採用職 

 教授、准教授又は講師 

４ 採用人員 

 １人 

５ 応募資格 

上記の分野に関する博士の学位を有する者（採用時期までに取得見込みを

含む）、もしくは同等以上の研究上の能力を有する者 

６ 採用時期 

 平成２６年４月１日（予定） 

７ 給与 

 津市職員の給与に関する条例等の定めるところによる。 

８ 公募締切 

 平成２５年１０月２１日（月）（午後５時までに必着のこと。） 

９ 面接日 

 平成２５年１２月１４日（土）（面接者には１１月２８日（木）又は１１月

２９日（金）に連絡する。） 

10 提出書類 

 応募書類一覧表 

 履歴書（写真を貼付し、連絡先を明記すること。） 

 教育研究業績書 

 主な著書・論文・実務実績等の別刷り、又はその写し５点以内 

 研究業績・実務実績のうち主要なもの３点以内の概要（各 1,000 字～

2,000 字程度） 

 教育・研究に関する抱負(1,000 字程度) 



＊ 推薦状がある場合は添付すること。 

＊ 面接を受ける者は、面接時に最終学歴を証明する書類を提出すること。 

＊ 上記 の記入様式は、大学ホームページ http://www.tsu-cc.ac.jp/を 

参照すること。 

11 選考方法 

本学教授会において、審議の上、決定する。 

12 その他 

採用された日以降は津市又はその周辺等に居住できること。 

13 書類提出先 

〒514-0112 三重県津市一身田中野 157 番地 

三重短期大学学長宛 

（封筒の表に、「都市計画専任教員応募書類在中」と朱書きすること。） 

14 問い合わせ先 

三重短期大学事務局大学総務課総務担当 

電 話 ０５９－２３２－２３４１（代） 

ＦＡＸ ０５９－２３２－９６４７ 

E-mail 232-2341@city.tsu.lg.jp

（ただし、問い合わせは原則としてＦＡＸ又は E-mail で行うこと。） 



津市公告第１１６号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２５年７月１９日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２５年７月１３日

２ 抑留期間 平成２５年７月２２日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

1 
津市 

木造町 
雑種 茶 雄 中型 

９１日

以上 
首輪あり 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第１１７号 

 国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の４第１項の規定により、

次の区域の地籍調査を実施しますので、同法第７条の規定により、次のとおり

公告します。 

  平成２５年７月２４日  

                  津市長 前 葉 泰 幸  

１ 事業計画が承認された年月日 

  平成２５年７月１８日 

２ 調査を実施する者の名称 

  津市 

３ 調査区域 

  下之世古、林川原④ 

４ 調査期間 

  公告の日から平成２６年３月３１日まで 



津市公告第１１８号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２５年７月２５日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２５年７月２２日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市久居野村町字権田３４７番３ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市丸之内９番１８号 

  三交不動産株式会社 

取締役社長 森口 文生 



津市公告第１１９号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２５年７月２５日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２５年７月２３日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市美川町５９番１ほか２筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  鈴鹿市西条五丁目２番地の１ 

  有限会社 創和住建 

代表取締役 寺坂 文夫 



津市公告第１２０号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２５年７月２５日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２５年７月２３日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市久居東鷹跡町２９２番ほか２筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  愛知県名古屋市中村区名駅四丁目５番２８号 

  積和不動産中部株式会社 

代表取締役 山本 保明 



津市公告第１２１号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２５年７月３１日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２５年７月２６日

２ 抑留期間 平成２５年８月２日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

1 
津市 

高野尾町 
雑種 茶 雄 中型 

９１日

以上 
首輪なし 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第１２２号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２５年７月３１日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２５年７月２７日

２ 抑留期間 平成２５年８月２日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

1 
津市安濃町

浄土寺 
雑種 茶 雄 中型 

９１日

以上 
首輪なし 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市水道局告示第３号 

  津市水道局指定給水装置工事事業者が給水工事の事業を廃止したので、津

市水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程第１４

号）第１０条第２号の規定により告示する。 

   平成２５年７月１８日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎 

名  称 所 在 地 廃 止 年 月 日 

株式会社三重厨房住設 津市下弁財町津興 3100 番地 平成 25 年 6 月 26 日



津市水道局告示第４号 

  津市水道局指定給水装置工事事業者に次のとおり指定したので、津市水道

局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程第１４号）第

１０条第１号の規定により告示する。 

   平成２５年７月３１日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎 

名  称 所 在 地 指定年月日 

小掠工業 多気郡明和町大字明星 1282 番地 2 平成２５年７月２４日 



津市水道局公告第１０号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２５年７月２９日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎  

記 

別紙のとおり 























津市教育委員会告示第９号

 教育委員会を次のとおり招集する。

  平成２５年７月２２日

  津市教育委員会

                        委員長 中 湖  喬

１ 招集の日時 平成２５年７月２３日（火）午後４時から

２ 招集の場所 教育委員会室

３ 会議の事件 

（１）津市立櫛形幼稚園、片田幼稚園及び竹原幼稚園の閉園について

 （２）学校給食に係る事務改革（中間報告）について



津市選挙管理委員会告示第５８号

 平成２５年７月２１日執行の参議院選挙区選出議員選挙及び参議院比例代表

選出議員選挙における投票管理者及び投票管理者に事故があり、又は投票管理

者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を次のとおり変更したので、

公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第２５条の規定により告示する。   

平成２５年７月１９日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

別紙のとおり



投票管理者

投票区 辞任する者 新たに選任する者

第３１投票区
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

川邊 勝利

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

國分 靖久

投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、そ
の職務を代理すべき者

投票区 辞任する者 新たに選任する者

第６４投票区
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

田中 秀和

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

吉川 美保子


